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不織布マスクの配付について 

 
 

保護者の皆様には、これまで、新型コロナウイルスの感染予防に向けて適切に

対応いただいておりますことに感謝申し上げます。 

 さて、全国的に広がっている新型コロナウイルス変異株（デルタ株）への対策

の一つとして、立山町から児童１人につき、不織布マスク１箱（５０枚入）が配

付されることになりました。 

文部科学省より不織布マスクの使用が推奨されていますが、立山町教育委員

会からは、「この配付は、使用を強制するものではなく、特に不織布マスクによ

るアレルギー等がある場合は、自分に合ったマスクを使用していただいて結構

です。」と説明されています。どのように活用されるかは、ご家庭の判断にお任

せします。 

  

 

本校での対応は、これまでどおりです。以下をお読みいただき、適切にマスク

を使用していただきますようお願いします。 

 

 
・マスクを忘れたり、汚してしまったりしたときのために、予備のマスクを

持たせてください。 

・マスクを忘れた場合は、学校で不織布のマスクを貸与しますので、後日 

不織布マスクを袋に入れて返却してください。 

・布製マスクは洗濯をすると縮んできます。布製のマスクを着用されてい 

るご家庭は、お子様のマスクのサイズが適切であるか（鼻と口がしっかりと 

覆われているか）を確認ください。 


